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はじめに 
第１節 計画策定の趣旨 
わが国では、世界的にも例を見ないスピードで高齢化が進んでおり、本格的

な「超高齢社会」の到来が目前に迫っています。国では、団塊の世代が 65歳に

到達する平成 27 年における高齢者介護を見据え、平成 17 年に介護保険制度の

改正が行われました。この改正により、介護保険は、予防重視型システムへの

転換、施設給付の見直し、地域密着型サービスの創設などサービス体系の見直

しが行われました。 

本市においても、平成 18 年３月に、合併前の１市２町において、平成 27 年

における高齢者介護のあるべき姿を設定した「老人保健福祉計画・介護保険事

業計画」を策定し、保健・福祉サービスの推進や介護保険制度の円滑な実施・

運営に取り組んできました。また、合併後については、それぞれの計画の整合

を図りながら、各種施策に取り組んでいます。 

その間、今般の医療構造改革により「老人保健法」が廃止され、その目的や

趣旨を踏襲しつつ発展させるものとして「高齢者の医療の確保に関する法律」

が施行され、老人保健事業については、医療保険者が計画に基づき実施する特

定健診・特定保健指導と健康増進法に基づき実施される事業に再編される制度

改正が行われました。また、国においては、今後ますます増加する要介護者に

対して、介護給付等最適サービスを提供する体制の確保だけでなく介護予防、

地域見守りネットワーク向上を重視した地域支援事業の実施に関する取り組み

をより一層推進することが必要であるとしています。 

 本市では、旧１市２町における「老人保健福祉計画・介護保険事業計画」の

基本理念や平成 26年度の目標値を基礎としつつも、高齢者を取り巻く現状や今

後の高齢化への対策をより一層推進するため、すべての高齢者が地域社会にお

いて、自分らしくいきいきと健やかに安心して日常生活を送ることができるよ

う、「第４期豊川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定したものです。 
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年度 

第２節 計画の位置づけ 
この計画は、老人福祉法第 20条の８の規定に定める老人福祉計画と介護保険

法第 117 条の規定に定める介護保険事業計画とを一体的に策定し、市内の高齢

者福祉向上に必要な施策、サービス量、事業費やその財源などを明らかにする

とともに、それらを計画的に遂行することを目的とします。 

また、豊川市総合計画をはじめとする上位計画や、関連する福祉部門の計画

との整合性の確保に配慮して策定するものです。 

 

第３節 計画期間 
この計画は、平成27年３月における本市の高齢者介護のあるべき姿を念頭に、

そこに至る中間段階の位置付けとして平成 21 年度から平成 23 年度までの３年

間を計画期間とします。 
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